
別記第１号様式（第６条関係）
　　年　　月　　日　

東 京 都 知 事　殿

申請者（代表者）
　　　　　　　〒
住所・所在地
氏　　　　名
法人等である場合は
法人等名及び代表者氏名


年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金交付申請書


標記の補助金の交付を受けたいので、既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金交付要綱第６条の規定に基づき下記のとおり申請します。

記
＜所属行政庁確認欄※＞
確認日　　　：
確認方法　　：□対面　□電話
□その他（　　　　　）
本人確認情報：
入手記録　　：
＜本人確認欄＞
書類発行権限を有する者
役職及び氏名　　　：
連絡先（電話番号）：
事務担当者
所属、役職及び氏名：
連絡先（電話番号）：

	１　申請金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	２　証明書を取得した工法の概要
	工法の名称
	：

	申請者名
	

	申請者の住所
	：

	申請先
	：

	証明書依頼日
	：　　　　　　年　　　月　　　日

	証明書取得日　　　　　　　　　　　
	：　　　　　　年　　　月　　　日





（注意）　１　本人確認欄は、印鑑登録証明書の原本を添付の上、本申請書に押印をする場合及び公印を押印する場合
で請求書等にも押印をするときについては、記載不要です。
２　※印のある項目は、記入しないでください。


別記第２号様式（第７条関係）
第　　号　
　　　　　年　　月　　日　

　　　　　　　殿

東 京 都 知 事
○ ○　○ ○ ○


　　年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金交付決定通知書


　　年　　月　　日付けで申請のあった　　　　年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金については、下記のとおり交付することを決定したので、同補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。

記

	１　交付予定金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	２　申請者
	名称
	：　

	住所
	：　




	３　証明書を取得した工法の内容


	４　条 件 等
要綱に基づく交付条件は別紙「要綱に基づく交付条件」のとおりとする。



申請者は、この決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、この決定の通知受領後14日以内に、申請を取り下げることができます。



要綱に基づく交付条件別紙



1．交付決定を受けた者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書を受領した日から14日以内に、申請等取下げ書（別記第４号様式）により、補助金交付申請を取り下げることができる。（要綱第８条）

2．次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。補助金の額が確定した後においても同様とする。
一　偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき。
二　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令に違反したとき。（要綱第10条）

3．この補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずることがある。（要綱第11条）

4．この補助金の返還命令を受けた場合は、当該命令に係る補助金の受領日から返還日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額）につき年10.95％の割合で計算した違約加算金（100円未満は切り捨てる。）を納付しなければならない。（要綱第12条）

5．返還命令を受けた補助金を納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95％の割合で計算した延滞金（100円未満は切り捨てる。）を納付するものとする。（要綱第12条）

6．違約加算金を納付する場合で、補助対象者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。（要綱第13条）

7．延滞金を納付する場合で、返還を命じた補助金の未返還額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未返還額は、その返還金額を控除した額とする。（要綱第14条）

8．この補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。（要綱第15条）

9．補助事業者は、補助対象経費について本補助金以外に都、国又は区市町村から交付される補助金等（原資に都費を含むものに限る。）を受けてはならないものとする。（要綱第17条）



別記第３号様式（第７条関係）
第　　号　
　　　　　年　　月　　日　
　


　　　　　　　殿

東 京 都 知 事
○ ○　○ ○ ○


　　年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金不交付決定通知書


　　年　　月　　日付けで申請のあった　　年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金については、下記の理由により交付しないことを決定したので、同補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知します。

記

	１　申請者
	名称
	：　

	住所
	：　




	２　証明書を取得した工法の内容


	３　不交付の理由
　














別記第４号様式（第８条関係）
　　年　　月　　日　

東 京 都 知 事　殿

申請者(代表者)
　　　　　　　　〒
住所・所在地
法人等名及び
代表者役職･氏名
名

　　　　年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金申請等取下げ書

　標記の補助金について、既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり取り下げます。

記
＜所属行政庁確認欄※＞
確認日　　　：
確認方法　　：□対面　□電話
□その他（　　　　　）
本人確認情報：
入手記録　　：

＜本人確認欄＞
書類発行権限を有する者
役職及び氏名　　　：
連絡先（電話番号）：
事務担当者
所属、役職及び氏名：
連絡先（電話番号）：

	１　取り下げる申請等の文書の概要
	文書名称
	： 

	申請等年月日
	：　　　年　　月　　日

	建築物の名称
	：




	２　取り下げる申請等に係る通知書の概要
	決定年月日
	：　　　年　　月　　日

	決定文書番号
	：　　　　　第　　　号

	通知書受領年月日
	：　　　年　　月　　日




	３　取下げの理由


	４　備考



（注意)　１　本人確認欄は、印鑑登録証明書の原本を添付の上、本申請書に押印をする場合及び公印を押印する場合で請求書等にも押印をするときについては、記載不要です。
２　※印のある項目は、記入しないでください。
別記第５号様式（第９条関係）
	年　　月　　日
東 京 都 知 事　殿

申請者（代表者）
　　　　　〒
住所・所在地
氏　　　　名
法人等である場合は
法人等名及び代表者氏名

年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金請求書

　　　年　　月　　日付　　都市建企第　　号により交付決定を受けた    年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金について、交付を受けたいので同補助金交付要綱第９条第１項の規定に基づき下記のとおり請求します。
記

	１　請求金額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	２　申請者
	名称
	：　

	住所
	： 




	３　証明書を取得した工法の内容
	証明年月日
	：　　　　　　年　　　月　　　日

	証明番号　　　　　　　　　　　
	：

	工法の名称
	：　








（注意)　１　本人確認欄は、印鑑登録証明書の原本を添付の上、本申請書に押印をする場合及び公印を押印する場合で請求書等にも押印をするときについては、記載不要です。＜所属行政庁確認欄※＞
確認日　　　：
確認方法　　：□対面　□電話
□その他（　　　　　）
本人確認情報：
入手記録　　：

＜本人確認欄＞
書類発行権限を有する者
役職及び氏名　　　：
連絡先（電話番号）：
事務担当者
所属、役職及び氏名：
連絡先（電話番号）：

２　※印のある項目は、記入しないでください。


別記第６号様式（第10条関係）
第　　号　
　　年　　月　　日

　　　　　　　殿


東 京 都 知 事
○ ○　○ ○ ○

　　　　　　　年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金
交付決定取消通知書

年　　月　　日付　　都市建企第　　号により交付決定した   年度既存建築物液状化対策工法審査証明書取得費用補助金について、同補助金交付要綱第10条第３項の規定に基づき、下記のとおり取り消したので通知します。

記


　１　交付決定番号


　２　取消しの理由










